
公募型随意契約公告 

 

 下記の除草外業務委託（維持管理）について、地方自治法施行令（昭和 22 年年政令第 16

号。以下「施行令」という。）第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約とし、見

積書の提出者を公募するので公告する。 

 

   令和８年３月６日 

 

                      福島県福島空港事務所長 須田 秀明 

 

１ 見積りに付する事項 

(1) 業務名   第 26-41410-0001号 除草外業務委託（維持管理） 

(2) 業務箇所  見積説明書及び特記仕様書のとおり 

(3) 業務概要  特記仕様書のとおり 

(4) 履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 見積りに参加する者に必要な資格に関する事項 

  見積りに参加する者は、単体企業、協同組合又は共同企業体であって、単体企業は(1)

の要件を、協同組合は(2)の要件を、共同企業体は(3)の要件をすべて満たしている者で

あること。 

(1) 単体企業 

ア 単体企業として見積りに参加する者（以下「単体企業」という。）は、施行令第

167条の 4第 1 項各号のいずれにも該当しない者であること。 

イ 単体企業は、公告の日から契約締結の日までの間に福島県（以下「県」という。）

の入札参加資格制限措置を受けていない者であること。 

ウ 単体企業は、会社更生法（平成 14 年法律第 154号）の規定による更生手続開始

の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11

年法律第 225号）の規定による民事再生手続開始の申立てをしている者若しくは申

立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この見積り

に参加することに支障がないと認められる者であること。 

エ 格付等級 

  単体企業は、「福島県令和 7・8 年度工事等請負有資格者名簿」（以下、「有資

格者名簿」という。）の一般土木工事の格付等級がＢ以上の者であること。 

オ 地域要件 

  単体企業は、県中建設事務所管内（三春土木事務所管内、須賀川土木事務所管

内、石川土木事務所管内を含む。以下同じ）に本店が所在し、又は県中建設事務所

管内に支店・営業所（県内に本店を有する者の支店・営業所であって、有資格者名

簿に登載された委任先をいう。以下同じ）を有する者であること。 

カ 業務実績 

  単体企業は、県発注の空港又は国県道の除雪業務を元請けとして受注実績のあ

る者であること。 



キ 見積り参加の重複制限 

  単体企業は、当該見積りに参加する協同組合の組合員又は共同企業体の構成員

と重複することはできない。 

 

(2) 協同組合 

ア 協同組合として当該見積りに参加する者（以下「協同組合」という。）は、施行

令第 167 条の 4 第 1項各号のいずれにも該当しない者であること。 

イ 協同組合は、公告の日から契約締結の日までの間に県の入札参加資格制限措置を

受けていない者であること。 

ウ 協同組合は、会社更生法（平成 14 年法律第 154号）の規定による更生手続開始

の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11

年法律第 225号）の規定による民事再生手続開始の申立てをしている者若しくは申

立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この見積り

に参加することに支障がないと認められる者であること。 

エ 格付等級、組合員数 

 (ｱ) 協同組合員の１者以上が、有資格者名簿の一般土木工事の格付等級がＢ以上

であること。 

 (ｲ) 協同組合員は、有資格者名簿の一般土木工事に登載されていること。 

 (ｳ) 協同組員の組合員数は制限しない。 

オ 地域要件 

  協同組合は、県中建設事務所管内に本店が所在し、又は県中建設事務所管内に支

店・営業所を有する者であること。 

カ 業務実績 

  協同組合は、県発注の空港又は国県道の除雪業務を元請けとして受注実績のあ

る者であること。 

キ 見積参加の重複制限 

 (ｱ) 協同組合の組合員は、単体企業として当該見積りに参加することはできない。 

 (ｲ) 協同組合の組合員は、当該見積りに参加する他の協同組合の組合員又は共同

企業体の構成員と重複することはできない。 

ク 入札参加資格制限期間中の組合員について 

  協同組合の組合員のうち契約日時点で県の入札参加資格制限措置期間中の者

は、当該期間中の業務を行うことはできない。 

  なお、契約日時点において県の入札参加資格制限措置期間中の組合員がいる協

同組合は、見積り参加申込みの際、当該組合員は入札参加資格制限措置期間中に業

務を行わないことを確約するものとする。 

 

(3) 共同企業体 

ア 共同企業体として当該見積りに参加する者（以下「共同企業体」という。）の全

ての構成員は、施行令第 167 条の 4 第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ

と。 

イ 共同企業体の全ての構成員は、公告の日から契約締結の日までの間に県の入札参



加資格制限措置を受けていない者であること。 

ウ 共同企業体の全ての構成員は、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に

よる更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事

再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による民事再生手続開始の申立てをして

いる者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた

後に、この見積りに参加することに支障がないと認められる者であること。 

エ 格付等級、構成員数 

 (ｱ) 共同企業体の代表構成員は、有資格者名簿の一般土木工事の格付等級がＢ以

上の者であること。 

 (ｲ) 共同企業体のその他構成員は、有資格者名簿の一般土木工事に登載されてい

る者であること。 

 (ｳ) 共同企業体の構成員は２者以上であること。 

オ 地域要件 

  共同企業体の全ての構成員は、県中建設事務所管内に本店又は支店・営業所を有

する者であること。 

カ 業務実績 

  共同企業体の代表構成員は、県発注の空港又は国県道の除雪業務を元請けとし

て受注実績のある者であること。 

  共同企業体のその他構成員は、国土交通省、県、県内市町村が発注する空港又は

道路の除雪業務を元請けとして受注実績のある者であること。 

キ 見積り参加の重複制限 

 (ｱ) 共同企業体の構成員は、単体企業として当該見積りに参加することはできな

い。 

 (ｲ) 共同企業体の構成員は、当該見積りに参加する他の共同企業体の構成員又は

協同組合の組合員と重複することはできない。 

ク 出資比率 

  共同企業体の全ての構成員の出資比率は均等割の１０分の６以上であること。

なお、代表構成員は出資比率が構成員中最大であること。 

 

３ 見積りに参加する者に必要な資格の確認 

見積りに参加を希望する者は、所定の見積参加資格確認申請書に必要な書類を添付し

て、次に掲げる場所に提出し、当該見積りに参加する者に必要な資格の確認を受けるこ

と。 

 (1) 提出期限  令和 8年 3月 18日（水） 午後 5時まで 

 (2) 提出場所  郵便番号 963-6304  

福島県石川郡玉川村大字北須釜字鎺田 21番地 

        福島県福島空港事務所総務課 

         電話番号 0247-57-1111 

 (3) 提出方法  持参又は郵送による。 

ただし、郵送による場合は書留郵便により行うものとし、 

令和 8年 3月 18日（水）必着とする。 



４ 見積りに関する書類の提出場所等 

  (1) 見積りに関する書類の提出場所、契約条項を示す場所、見積説明書の交付及び設計

書閲覧の場所及び期間 

ア 場所 ３に掲げる場所に同じ。 

       なお、見積説明書の交付は上記で行うほか福島県福島空港事務所ホームペ

ージにおいて公開する。 

イ 期間  令和 8年 3 月 6日（金）～令和 8年 3 月 23日（月） 

(2) 見積りの日時及び場所 

 ア 日時 令和 8年 3 月 24日（火） 午前 9 時 30分 

 イ 場所 福島空港ビル 3階 小会議室 

 

５ 契約保証金 

    見積説明書による。 

 

６ 見積者に要求される事項 

この見積りに参加を希望する者は、見積書を４の（２）に示す見積りの日時及び場所

に提出しなければならない。また、見積り日の前日までの間において、提出した書類に

関し、福島県福島空港事務所長から説明を求められた場合は、それに応じなければなら

ない。 

 

７ 見積りの無効 

 ２の見積りに参加する者に必要な資格のない者のした見積り及び見積説明書において

示す見積りに関する条件等に違反した見積りは、無効とする。 

 

８ その他 

(1) 見積り方法  

指定の見積書（第３号様式）及び見積内訳書（第３－１号様式）に必要とする事項

を記載すること。 

 (2) 落札者の決定の方法 

本見積りは、「除草外業務で算出した金額」及び「除雪業務で算出した（各項目の

単価）×（予定数量）の総和金額」の和（見積書の「業務全体の金額(税抜)」欄の額）

を比較の対象とする。財務規則の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最低の価格をもって有効な見積りをした者（最低制限価格を下回る見積りをした者

を除く。）を落札者とする。 

 (3) 見積りの効力 

   本件見積りは、その契約に係る予算が可決され 4 月 1 日以降で予算の執行が可能と

なったときに、見積りの効力が生じる。 

(4) 総価契約 

この見積りによる除草外業務の契約は総価契約とする。総価契約に該当する除草外

業務について見積りを行うものとし、契約金額は除草外業務の見積金額に消費税額及

び地方消費税額を加えたものとする。 



 

(5) 単価契約 

この見積りによる除雪業務の契約は単価契約とする。見積書に記載した除雪業務の

各項目の単価を契約金額とし、代金の支払いは契約金額に稼働時間を乗じて得た金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）に当該

金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額）により行う。単価にはこの業務に必要な経費

を一切含むものとする。 

 

(6) 契約書作成の要否 

  要 

 

(7) その他 

詳細は、見積説明書による。 

なお、この業務委託については、当初契約締結日において予定価格の積算に直近の

単価表が適用されていない場合、その締結日から６０日以内に単価差を請負代金に反

映させるため協議を請求することができる。 

 (8) 本公告に関する問い合わせ先 

福島県福島空港事務所総務課 

 電話番号   0247-57-1111 

 ファクシミリ 0247-57-1257 

 電子メール  fukushimakuukou@pref.fukushima.lg.jp 

  

mailto:fukushimakuukou@pref.fukushima.lg.jp


（参考） 

地方自治法施行令（抜粋） 

 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札 

に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条 

第１項各号に掲げる者 

２                 （略） 

 


